
千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関する

規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和５年３月１６日  

千葉市教育委員会教育長  磯  野  和  美  

千葉市教育委員会規則第７号  

千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関す

る規則の一部を改正する規則  

千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関する

規則（昭和４４年千葉市教育委員会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。  

別表第１千葉市立新宿中学校の部千葉市立新宿小学校の項中

「新田町」の次に「（市立幸町第三小学校通学区域を除く。）」を加

え、千葉市立幸町第二中学校の項中に「、新田町の一部」を加え

る。  

 

附  則  

この規則は、令和５年４月１日から施行する。  

 


